
 

（様式６） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 

処分基準（不利益処分関係） 

  

資料番号 １０－３ 担当課 障がい福祉課 

法令名 
特別児童扶養手当等の支給に

関する法律 
根拠条項 

第９条第２項 

第１０条 

不利益処

分の種類 
手当の返還 

第九条 

２ 前項の規定により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該

当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期

間に係るものに相当する金額を国に返還しなければならない。 

一 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養

親族等でない児童扶養手当法第三条第一項に規定する者で当該被災者がその年の十二月三十一

日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第六条に規定する政令で定める額以上

であること。 当該被災者に支給された手当 

二 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、

第七条に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者を配偶者又は扶養義務者とす

る者に支給された手当 

第十条 第六条から第八条まで及び前条第二項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法

は、政令で定める。 
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